
 
 

 
 
 
 
 

独立行政法人農畜産業振興機構(alic)が、災

害等による停電に備え非常用電源を計画的に

導入する取組を令和２年度に引き続き支援。 

（令和３年度内での検収完了が必須条件） 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 4 月募集開始のパンフレット及び事業参

加要望調査書を協会ＨＰにアップしました。 

参加ご希望の方は、内容確認いただき、要望調査

書を見積書と併せて必ず期限（令和 3年 5月 7日）

厳守でご提出下さい。 

 
令和 3 年度分は、令和 3 年 5 月 7 日 

までに「要望調査書」を提出願います‼ 

【日鶏協回覧板】 発行者：一般社団法人日本養鶏協会 

〒104-0033 東京都中央区新川２－６－１６ 馬事畜産会館 ５階 

TEL：（03）3297-5515  FAX：（03）3297-5519  発行日：令和 3 年 4 月 9 日 

〇発電機の買取り： 

本体価格の 50%以内を補助※ 

〇発電機のリース： 

リース料の軽減(本体価格の 50%相当以内)※ 

※いずれも 50%を保証するものではございません。 
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令和 3 年度家きん経営災害緊急支援対策事業 

令和 3年 4月 9日版 

災害時等非常用電源導入支援のご案内 
 

独立行政法人農畜産業振興機構（alic）が、災害等による停電に備

え、 

非常用電源を地域で計画的に導入する取組を令和 3 年度も引続き支援。 

※令和 3 年度の募集は今回の 1 回のみとなる可能性がありますので、今回のご応募をお願いいた

します。 

・発電機の買取り：本体価格の 50%以内を補助※ 

・発電機のリース：リース料の軽減(発電機本体価格の 50%相当以内)※ 

・令和 3 年度内（令和 4 年 3 月 31 日まで）の設置・検収完了が必須 

  ※発電機の買取り／リース共に 50%を保証するものではございません。 

事務手続き          

1.買取り編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.リース編  リース会社の審査が通ることが前提!! 

 

 

 

 

                                                   

                                                3 者 契約 

 

 

 

 

交付申込等 

交付申込等 

 

リース料支払等 

 交付決定等 

交付申請等 

賃貸許可等 

貸付申込等 

ＡＬＩＣ 

リース会社 

鶏卵 

生産者 

3 者以上

の集団 

契約等 

 

日本養鶏

協会 交付決定等 

農業協同組合等を含み、発電機の管理利用規程

を設けるものとする。  

※新たに３者以上の集団を自ら結成しても可。そ

の場合、集団の運営や会計等について定めた

集団の規約を策定すること。 

   

 

 交付決定等 

交付申請等 

貸付 

貸付申込等 

ＡＬＩＣ 

販売会社 

鶏卵 

生産者 

3 者以上

の集団 

購入 

 農業協同組合等を含み、発電機の管理利用規程

を設けるものとする。  

※新たに３者以上の集団を自ら結成しても可。そ

の場合、集団の運営や会計等について定めた

集団の規約を策定すること。 

   

 

 

 

交付決定等 

日本養鶏

協会 

集団として購入し、生産者へ貸付 

（生産者が個人で購入するのは×） 
 



 

 

〔留意事項〕 

◆本事業は、予算の制約があります。別途ご案内の要望調査の集計結果に応じて、募

集が今回限りで終了となる可能性がありますので、令和 3 年 5 月 7 日（金）の期限ま

でに、必ず要望調査書を提出願います。期限を超えての要望書受付はできません。 

◆令和 4 年 3 月末日までに整備・検収が完了する場合のみ、本事業の対象となります。令和 4

年 4 月以降完了分は補助対象外となるので、完了時期については、十分ご留意願います。 

◆本事業で導入する非常用発電機（以下、「発電機」という）は、天災害等による停電時

に鶏舎等の電力を確保するものに限ります。（GP センターは対象外。） 

応募に際しては、鶏舎の必要電力量の算定根拠資料が必要です。 

◆発電機の見積もりは、必ず 3 者以上の相見積もりが必要です。 

ただし、時間的な制約がありますので、要望調査においては、とりあえず 1 者での見

積もりでも結構です。（実際の申請時は 3者見積もりが必要です。）事前に発電機の導

入可能時期をご確認ください。 

◆発電機の設置工事及び運搬にかかる費用は、各養鶏経営体のご負担となります。 

◆本事業を活用して発電機を導入する場合、７年間は処分（契約解除、譲渡、交換、貸

付け等）に制限がありますので、ご注意ください。 

◆中古の発電機を導入する場合は、製造日から２年以内のもののみが事業の対象とな

ります。 

◆複数の鶏卵生産者で１つの発電機を導入する場合も、事業の対象とします。 

（但し、リース会社が了承した場合に限る。） 

◆メンテナンス料込みのリースも可とし.再リースも可，所有権移転リースも可です。 

◆買取りの場合、支払い条件によっては一時的に補助金分も立替のうえお支払い頂く

可能性があります。資金のご用意にはくれぐれもご留意願います。 

◆「いざ停電」の際「故障で動かない」ことの無いよう、日頃のメンテナンスを必ず行って

ください。例えば、動産総合保険への加入や、メンテナンス契約なども考えられます。 

◆3 者以上の生産者集団の要件については、＜実施要領第３の１＞をご覧ください。 

【生産者集団等】 

生産者集団、農業協同組合、農業協同組合連合会、畜産業の振興に資する事業を

行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は中小企業等協同組合法（昭和 24年法

律第 181 号）に基づく事業協同組合。 

個人経営の方が構成員になる際には、必ず生産者集団の役員に選任願います。 

◆生産者集団等の構成員の方には、日本養鶏協会に対する生産者集団の債務に関し

連帯保証をお願い致します。 

◆事業の詳細については、家きん経営災害緊急支援対策事業実施要領等をご覧くだ

さい。 

〔規程・様式等〕 

◆日本養鶏協会の HP に各種規程・申請様式等を掲載しておりますので、ご活用願いま

す。バナー 畜産経営災害総合対策緊急支援事業 からご覧頂けます。 

 

お問い合わせ先：（一社)日本養鶏協会 業務第一部  TEL 03-3297-5515 

https://www.jpa.or.jp/ 



2021/4/9 版                                       令和 3 年   月   日 
（一社)日本養鶏協会 宛 

 

令和 3 年度家きん経営災害緊急支援事業参加要望調査書 

（非常用電源整備） 

 

生生産者集団構成員 A 住所  

 氏名  

 ℡  

 Fax  

 e-mail  
 

買取希望 ・ リース希望 （いずれかに〇をお付けください） 

メーカー名  

商 品 名  

型    式  

買取価格  

最大出力 W  

設置可能時期  

中古の場合 製造年月日            年    月    日 

固定又は車載  

希望台数  

生産者集団構成員名&住所 B   

生産者集団構成員℡:mail  B   

生産者集団構成員名&住所 C   

生産者集団構成員℡:mail  C   

生産者集団構成員名&住所 D   

生産者集団構成員℡:mail  D   

◆本件要望調査の集計額が令和３年度予算額に達した場合、本件募集は打ち切りと 

なります。この要望調査書を令和３年５月７日までに必ずご提出願います。 

◆本件要望調査書提出に際し、見積書を添付願います。 

◆非常用電源は、令和４年３月末までの検収完了が必須ですので十分ご注意願います。 

◆「いざ停電」の際「故障で動かない」ことの無いよう 日頃のメンテナンスを必ず行ってく

ださい。(例えば、動産総合保険への加入や、メンテナンス契約の締結なども考えられま

す) 
 

提 出 先：一社)日本養鶏協会 業務第１部 

提出方法：下記宛て FAX 又はメールでご回答ください 

            Tel 03-3297-5515 

Fax 03-3297-5519 

e-mail onsentamago@jpa.or.jp 


